
平成２０年度南アルプスマイカー規制の結果について

１ 実施内容

南アルプス北岳などへの登山口である、南アルプス広河原に通じる県営林道南アル
プス線（芦安～広河原間）及び県道南アルプス公園線（奈良田～広河原間）において
南アルプスの貴重な自然環境の保全と通行の安全確保のために、平成２０年６月２５
日（水）～平成２０年１１月９日（日）の１３８日間、マイカー規制を実施した。
また、南アルプスの豊かな自然環境を維持していくために実施するこのマイカー規

制では、利用者がマイカー規制実施経費の一部を負担した。（１人片道１００円）

２ 利用者数及び利用者協力金支払者数

平成２０年６月２５日～平成２０年１１月９日までの利用者数及び利用者協力金支
払者数は次のとおりであった。（利用者数及び利用者協力金支払者数は延べ人数）
平成２０年度は、林道・県道とも雨量規制による通行止めの日があったものの、土

砂崩落等による長期の通行止めがなかったため、利用者数は前年度より増加した。
また、初めて導入した利用者協力金への協力率は９９．７％と、当初予定していた

率を上回った。

利 用 者 数 協力金支払者数 協力率

（人） （人） （％）
６月 １，１７７ １，１６５ ９９．０

７月 １９，５０６ １９，３８８ ９９．４

８月 ２２，２２４ ２２，１７９ ９９．８

９月 １０，１１３ １０，１０３ ９９．９

１０月 ８，１２１ ８，１２０ ９９．９

１１月 ２，０７８ ２，０７８ １００．０

計 ６３，２１９ ６３，０３３ ９９．７


